
発行日：令和２年11月２日輝く未来へ今、袋井が動き出す！～挑戦するDNAを呼び起こせ～

輝く“ふくろい”まち・ひと・しごと創生会議

地方創生やらまいか通信 vol. 257

沐浴を手伝って
もらいたいなぁ

●令和２年７月１日以降に出産した

産後４か月未満の方とお子さん

●令和元年11月１日以降に多胎児を出産した

産後１年未満の方とお子さん

コロナ禍の影響で出産後に家族からの支援が受けられないなど、育児支援を必要とする方を対象に
「ふくろいファミリー・サポート・センター」で行っている支援サービスの利用料を助成します。

産後の育児をサポートします！

ママの困りごとにしっかり寄り添う

「ちょっとしたことが助かる」と好評

産後ママ安心サポート事業
利用期間：令和２年10月１日～令和３年２月28日

1. 補助対象者

2. 補助内容

●１枚600円の利用券を出産した方１人につき、10枚交付します。

※多胎児を出産した方には１人につき、50枚交付します。

「支え合い」誰もが活躍するまちづくりへの挑戦

育児に疲れちゃった
ちょっと休憩したいなぁ

上の子の送迎を
お願いできないかなぁ



産後ママ安心サポート事業に関すること

袋井市健康づくり課（地域健康推進係）

電話 0538-42-7340

住所 袋井市久能2515-1
「はーとふるプラザ袋井」

時間 月～金 8：30～17：15
※祝日・年末年始は休み

育児支援の内容に関すること

ふくろいファミリー・サポート・センター
電話 0538-44-3149

住所 袋井市高尾町6-22
中央子育て支援センター「カンガルーのぽっけ」内

時間 9：00～17：30
※第２・４水曜日・年末年始は休み

３. お問い合わせ・申込み


